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【決裁】 「YouTube公認報告者プログラム」への参加に係る法務省HPへの掲載につ
いて

件名

■■■■■■ ＝一一■ ロ■■ 」

標記について，別紙案のとおり， 「YouTube公認報告者プログラム」に参加する旨をH《Pに掲載する
こととしたい。

､

【決裁官意見欄】 ‐
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○ 「YoUTube公認報告者プログラムへの法務省人権擁護機関の参加について」

インターネット上の人権侵害にかかる削除要請に対する削除率が低迷しているYouTub

鯨牙とと種｡造‘
eについて， 今般, YouTube公認報告者プログラム※に当局が参力

とから, HP上に当該旨を公表することとしたい。

なお,YouTubeのサービスに係る記載部分は， 別途，決裁後にGoogle社に確認するこ

ととします。

※ YouTubeのコミュニティガイドライン（利用規約) .に違反しているコンテンツの報告

に関して，特に貢献度の高い個人，政府機関, NGOに対して提供しているプログラ
ム・

当該プログラムに参加することで，

・報告されたコンテンツの審査結果の表示

公認報告者によって報告された動画の優先的な審査

YouTubeとの継続的なディスカッションとフィードバック

を受けることが可能となります。

【概要】

法務省HPのSNS利用に関する人権啓発サイト （「インターネッ卜による人権侵

､ 害をなくしましょう｣ (hrp;"Www.mQigPjpIJINKENZijJ1ken88.h皿1)) の削除要請に関連す

‘ る記載部分（「インターネットに関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数」の後）

に， 以下の内容を掲出する。

削除要請の実効性を高める取組

法務省の人権擁護機関では； 削除要請の実効性を高めるため，様々な取組を行

ています｡ ■■っています。

I

YouTube公認報告者プログラムへの参加について

令和3年4月○日
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法務省:インターネットによる人権侵害をなくしましょう PageloflO

Oアクセス曲サイトマッブ亀担垂塞且e壬以ズルーム
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ﾄﾂプぺｰゾ>政策･審議会等_〉 国民の基本的な権利の実現 >人権擁護局フロントページ＞啓発活動＞イン

ターネットによる人権侵害をなくしましよう

インターネットによる人権侵害をなくしましょう

戸三~-L

インターネットに

権侵害をなく↓

インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう

インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で,インターネットを

悪用した行為が増えており，他人への中傷や侮蔑無責任なうわさ,特定の個人のプライ

バシーに関する情報の無断掲示,差別的な書込み,インターネット上でのいじめなど,人権

やプライバシーの侵害につながる情報が流れています｡特定の民族や国籍の人々を排斥

する差別的言動（いわゆるへイトスピーチ)や， に関して差別を助長

するような内容の書込みがされることもあります。

また,近年特に問題となっている児童ポルノは,それ自体子どもの人権擁護上許される

ものではありませんが,その画像がいったんインターネット上に流出すれば,画像のコピー

が転々と流通して回収することが極めて困難となり，被害を受けた児童は将来にわたって
rl

永く苦しむことになるなど,重大な人権侵害と言わざるを得ません。

さらに，自殺を誘うような情報等インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブル

に巻き込まれ,被害に遭うなどの人権侵害事案も発生しています。

法務省の人権擁護機関では， 「インターネットによる人権侵害をなくそう｣を強調事項とし

て掲Iて啓発活動を行っています｡インターネットを悪用することなく,お互いの人権を尊重

した行動をとるようにしましょう。
’

4
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■SNS等による人権侵害に関する啓発コンテンツを作成し
ました！

一般社団法人ソーシャルメディア利用

環境整備機構及び総務省と共同して，

SNS利用に関する人権啓発サイトを開

設しました｡このサイトは,一般社団法

人ソーシャルメディア利用環境整備機

構に参加する全17事業者が管理する

SNS等において,発信されます。

リ
グニ SNSじゃない§

"rf
Q

《奇
＝

サイトには,利用する際のルールのほか,ブロック,ミュートなどのユーザー保護機能の

活用方法や,SNSの投稿の削除手順等が掲載されています｡

ぜひご覧下さい。

ｒ
Ｌ

可
』人権啓発サイトはこちらし

|あなたのブﾛグやHPから啓発の輪を広げよう！

法務省ホームページヘのリンクについては，自由に設定していただくことが可能です。

リンクの設定をされた場合には,法務省ホームページの｢ご意見｡ご感想｣のページからお

知らせください。

本ページヘリンクを設定される際には,以下のバナー画像やこちらのバナー画僅を御活

用ください。

※バナーのデザインは一切改変せず御使用願います。

強 認ME人輌凄圃･舎璽蝿蝿羅昌逢蕊

~

騨巽 歴噸
インターネット人権侵害問題対策バナー1 インターネット人権侵害問題対策バナー2

’h"://www.mOj.gojp/JINKEN6inken88.hml 2021/04/21
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|内閣府｢人権擁護に関する世論調査｣(平成29年10月調査)から

平成29年に内閣府により行われた調査では,過半数が,他人を誹誇中傷する情報や,プ

ライバシーに関する情報が掲載されることが問題となっていると回答しています。

'

『且

●内閣府｢人権擁護に関する世論調査」(平成29年10月謹蘆)から

インターネットによる人権侵害に関し,現在,どのよ

謬需起きていると思いますか？
0 10 20 30 40 50

質報が掲職されること【62.9％】 己垣も評零重

芽認r醗言寵露…鰯逼露【顕忽弘I
ﾗ頚麺葱霊譽澱…霧潅壁齢ていることll49.0%】

畿涛識繕鶏鋳鍾誹たり･そ紅を鋤長するような1

1

1 ． 8

』騨難…窯灘鴇潔鴎篭諦なく■
6 1 1 0

……実名や顔写真が掲載されること【32.0%】l

謹膳誕玖罐躍り溌這【30.0%ll
8 1 ．

篭I熱33壷歯錘い【18.O蛤】
1 0

1

1 ﾄ
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内閣府｢人権擁護に関する世論調査」

|人権啓発教材
く

啓発ビデオ｢インター EI(YouTubeが表示
1
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人権啓発ビデオ｢インターネットと人権」

啓発ビデオ｢インターネツ

】

I

http:"www.mOj.gojp/JmKENIjinken88.html 2021/04/21

¥。



法務省:インターネットによる人権侵害をなくしましょう Page4oflO

啓発ビデオ｢自分の胸に 工工｣(YouTubeが表示されま弓
、ロ〃

啓発冊子『あなたは大丈夫？考えようリイン皇三ネ
■■

ツトと人権く三言 PDF

●

Ｆ
Ｌ

刃
Ｊ
Ｊ

インターネットの書き込みによる人権侵害について

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの書き蕊みIごより･人権侵害の被害にあわれた場合｜

子 噛塗等によ"人""謹避t鎚倉
●

最寄りの警察署,各都道府県警本部一
サイバー犯罪相談窓口等をご案内します吟まず,鑑寄りの法務局へ人権相談を

’ 等
書き込みの剤除を希望される蝋合 祖韻者ご自身で削除依頼をされる鳩合

L

’ |吟
法務局職員又は人権嬢購塞員が
詳しくお話をおうかがいします I ’

プ掴バイダ等への削除依頼等の
具体的方法を助言します0 ■

G
相談舌ご自身で削除依頼をすることが困難である場合又は相談告ご自身で欝除依頼をしたが応じてもらえなかった壗合

法務局において,当該書き込みの違法性毒判断した上で,プロバイダ等へ削除要餓をします
（た鐙し,強制力を伴わない任意の措温にとど雲りまず）’

●
法蒲局の剛除要請にも庫じてもらえなかった甥合一

’
裁判所に削除の仮処分命令の申立てをする方法をご案内します

(法蕊局が申立てを代行する亀とはできません｡相譲客ご自身で申立て皆するのが困建であれば,弁護士等に相識していた
だくことが考えられます⑨資力の乏しい方は,日本司法支援センター(法テラス)の民事法樟扶助〈弁鰻士等による無料法律
相譲や弁膜士費用等の立替え)をご利用いただくことができます｡）

’ インターネット上で人権を侵害されたときは､プロバイダなどに情報の削除依頼を

インターネット上に自分の名誉を穀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載され

ても､発信者が誰か分からないことも多く､被害に遭われた方が直接被害を回復するのは

困難です｡そこで被害に遭われた方は､プロバイダ､サーバの管理･運営者など(以下､「プ

ロバイダなど｣といいます｡）に対し､発信者の情報の開示を請求したり4人権侵害情報の削

除を依頼することができます6

|被雲に遭われた方が自らブﾛバｲダなどに人権侵害情報の削除を依頼する場合

プロバイダなどに対し、「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書｣を送付することによ

り、人権侵害情報の削除を依頼することができます｡→用紙の見本･記載例はこちら

(注)送付先のプロバイダなどは､インターネット上の情報により異なります｡送付先が分か

らない場合などは,最寄りの法務局にご相談ください。

2021/04/21
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|被害に遭われた方が自ら削除を求めることが困難な場合は､法務局が削除を要請

被害に遭われた方が自ら削除を求めることが困難な場合は､最寄りの法務局にご相談くだ

さい。

法務局では､まず､人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行うなど､相談者ご自

身が被害の回復を図るための手助けをします。

また､このような手助けをしても相談者ご自身で削除を求めることが困難な場合や相談者

からの削除依頼にプﾛパｲダなどが応じない場合などには､法務局が､ブﾛパｲダなどへ
の削除の要請を行います｡法務局からの削除要請は､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上の情報

瑚驫務局が調査を行い､名誉毅損やプライバシー侵害などの人権侵害に該当する

場合に行います。

※プロバイダ責任制限法等については､後述の｢参考｣をご覧ください。

|ｲﾝﾀｰﾈｯﾄに閏する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数

法務省の人権擁護機関が新規に救済手続を開始した事件のうち,インターネットを利用し

た人権侵犯事件数は,高水準を維持しています。

インターネットを矛咽した人権f割E事件の推移
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、なの人権110番など人権相談窓口について

インターネットによる人権侵害のほか､様々な人権問題についても相談を受け付けていま

す｡お気軽にご相談くださいb

帯雷話からの相談はこち鹿／

http://WwW.mqj・gojp/JmKENIjinken88.html 2021/04/21
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全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番）

電話:0570ﾃ003-110(ゼロゼロみんなのひや〈とおばん）

最寄りの法務局につながります。

子どもの▲擢110番(フリーダイヤル）

電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひや<とおばん）

｢いじめ｣や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です｡

女性の人権ホソトライ聖

電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン）

女性の人権問題に関する専用相談電話です。

|その他の相談窓口について

法務省の人権擁護機関以外にもインターネット上の誹誇中傷に関する相談窓口がありま

す｡次の案内図を確認していただき,御自身の希望に添った相談窓口にお問い合わせ〈だ

さい。

I、

／

L

｜

口hltp://www.mOj.gojp/JINKEN6inken88.html 2021/04/21
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ご案壷I誰誇中傷に関す中 直関 相談窓タ一ネット上の言のイ る
、

ゾ ロの
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ロー”

I’ ’ ’I ブﾛパｲダﾍの連絡 ｜
･豊讓曼謡驍蕊溌蹴て‘
すると癖し延麺侯ユ､r厚．､ ･
函内外の…Wダ犀…口■”
毎厘追う警卸垂症ﾂ麹を行い達すd

Cインタ÷ず糸か厘垂酉女弓了垂

逹れ患セーフアーインターネ轡卜準
"A)蝿富してい琴ずぅ

卓インターネットで錬狂受付し、
やりとウ鉱メールで行います。
謡ブロパイダヘの墾匠行“L唾邑もあ箇哀す

プロバイダヘの連緒迅速戴助雲 削除要錆・助言

⑦程率箇蹄.笹行う麓…の方睦ど蓬
麺一ドバイスレ妻す･

｡イシターキツト起個尊苓技癩険導の
春円唾や錨齢有する醒虎が対応

⑤人祷毎審瀝毎らず、榛々~室に対して

…露脚[イス銅嘩．

鯵イシター零ツサ､篭祖裁の受付や
担談のやワ．とりを櫛も唾す。

繩庵難襲嗣で色なくアド火ｲ嵐ゼ時う“窓口で丁

I噂抱譲も自身で行う竃嫁“の方簸など1

1熟溺k謡篭話黙蘭’
1郵由

|・鍵錘蝿擢嘩潅導慶
＆ 商蒋室華込さ烏類した上で荷います｡

"麹娠率に"書画讓姻識 ‘
｜蘇葛駕譲鳴謝季 ’
1 米蕊曇註⑭~晒腎理邑畳下否襲合がる④" I

※上皇の砥か、学樫や地方公共団体侭ある相談悪口も急用してくださ¥､。

|ﾘﾝｸ
｢法テラスホームページ」 http://www.houterasu.orjp/

犯罪被害者支援ダイヤル0570-079714(なくことないよ）

｢プライベートな性的画像を勝手に公表することは犯罪です1 1 」(警察庁）

http://www.npa.2o.ip/safet life4seianki/shiseEazouboushi/index.html

ｰ ■

｢ネット社会の健全な発展に向けた連絡協議会」

http://www.hnmc｡or.ip/net-shakai/indexhtml

I

http:"www.mqj.gojp/JINKENUinken88・html 2021/04/21
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I政府広報ｵﾝﾗｲﾝ

お役立ち記事｢インターネットによる人権侵害に注意！ 」へ (平成24年9月掲載）

政歴企空＝室ツトテレビ｢イ望fターネットを使った人 壷みんなの人雲～

権110番.l(平成24年10月掲載）

『

。、I参考 検索
L

･プロバイダ責任制限法

プロバイダ責任制限法(｢特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者

情報の開示に関する法律｣)では､インターネット上で人権侵害にあったときに､プロバイダ

が負う損害賠償責任の範囲や情報の発信者に関する情報の開示を請求する権利などにつ

いて次のように定めています。

1．発信者情報の開示

被害者は､被害者の権利が侵害されたことが明らかであって､損害賠償請求権の行使の

ために必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由がある場合､ブロバイダに対

し､権利侵害の情報の発信者(掲示板やSNSなどに書き込んだ人)の氏名、メールアドレ

ス､住所などの情報の開示を請求することができます(第4条第1項)。

2-プロバイダの責任の制限など

プロバイダは､インターネット上で他人の権利が侵害されていることを知っていたとき､ま

たは他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由が

あるときには､被害者に対して損害賠償責任を負うことがあります(第3条第1項)。この規定

により,プロバイダが不作為責任を負いうる場合が一定の範囲で明確化されることとなり，

問題とされる情報に対してプロバイダによる適切な対応が促されることになるものと期待さ

れます。

また､インターネット上の情報を肖ll除した場合に､その情報が他人の権利が不当に侵害さ

れていると信じるに足りる相当の理由があったときなどには､必要な限度において削除した

ことについて発信者から責任を問われることはありません(第3条第2項)。この規定により，

プロバイダは,一定の要件に該当する場合でなければ発信者との関係で責任を負わないこ

とが明確となるため他人の権利を侵害する情報の送信を防止する措置を講ずることを過

度に濤曙することなく，自らの判断で適切な対応を取ることが促されることが期待されます。 ‘

･プロバイダ責任制限法名誉殼損･プライバシー関係ガイドライン

プロバイダ責任制限法を踏まえ､業界団体などにより構成される｢プロバイダ責任制限法

ガイドライン等検討協議会｣が｢プロバイダ責任制限法名誉穀損･プライバシー関係ガイドラ

イン｣を定めています｡これにより､被害者からの要請を受けたプロバイダがとるべき行動基

準を明確化しています6%

本ガイドラインでは,法務省の人権擁護機関から削除要請があった場合のプロバイダ等

の対応につき， 「プロバイダ等は,法務省人権擁護機関より本ガイドラインに定める手続に

http://www.mqj.go.jp/INKENIjinken88.html 2021/04/21
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より侵害情報等の必要な事項を特定のうえ送信防止措置の依頼を受けた場合, 『他人の権

利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由』を否定する特段の理由がなけれ

ば,当該依頼に基づきプロバイダ等が当該情報の不特定者に対する送信を防止するため

に最小限度の措置を講じたときは,裁判所によってもプロバイダ等が発信者に対する損害

賠償責任を免れるものと判断されると期待される｣としています｡
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AdobeReaderをお持ちでない方は､バナーのリンク先から無料ダウンロードし

てください。

塵総薗"#I
リンク先のサイトはAdobeSystems社が運営しています。
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YouTube公認報告者プログラム
YouTUbe公認報告者プログラムは、コミュニティガイドラインに違反しているコンテンツの報浩に関して特

に貢献度の高い個人､政府機関､非政府組織(NGO)に強力なﾂｰﾙを提供する目的で､YOuTUbeが開発しまし
た。

YouTube公認報告者プログラムの内容：

。一度に複数の動画を報告できる一括報告ツール

・報告されたコンテンツの審査結果の表示

・より迅速に対処されるよう､公認報告者によって報告された動画を優先的に審査

･YOUTubeのさまざまなコンテンツ領域に関する継読的なディスカッションとフィードバック

･NGOのみ不定期のオンライントレーニング

１
０
１

プログラムヘの参加資格

YouTube公認轆当者プログラムに参加できるユーザー

YouTube公認報告者プログラムへの鋤ﾛ資格があるのは､個人ユーザー、政府磯関、NGOです｡候補者は1つ
以上のポリシー分野.(こちらのリストを参照）を専門として、コンテンツの問題を頻繁かつ正確に報告し、

さまざまなコンテンツ分野に関してYOuTubeとの継続的なデイスカツシヨンやフィードバックを行うことが望
まれます。

YouTube公認報告者になるための手順

YOU･Tubeを熱心に使用し、公認報告者になることを希望される場合は、プログラム参加のための最初の詞順とし

て、違反の可能性があるコンテンツを審査の対象として報告してください。コンテンツを報告するには、

YOuTube公認報告者プログラム参加の場合を含め、YouTubeにログインする必要があります。
■一一・一・一一．一.一己一一一－－－◆‐＆-一一一一一・●－－P一一一一一』■■一一.幸.－－0－寺｡一一ヂ｡.一一＝－－mp－ニゥーー今“●・や一・一ぐ辱e-句圭一o･ロー卸一一一・一●一一一一一つ争口b一一一"◆ ｡bﾜ ｰｰ一一・ －一◇●学－－－一一一一＝●一一一●－,

個人ユーザー

多数の動画を正確に報告しているユーザーには、公認鬮浩者プログラムに参加していただくようYOUTUbeから
招待します。 ‘

、一一一一.一一の今一一一一一一一一一一一‘一凸一＝－－．－－q一伊－，－一一一・一D－－－c－－p－－－c一一一一一一一 一 当 一 -丘一一一.一

NGOと政府機関 〆

f

L

NGOや政府機関を代表してプログラムへの参加を希望される場合は、お住まいの地域のYOuTubeまたはGoogle
の連賠窓口までお問い合わせください.人権侵害の歴史や言論弾圧がある国の団体を含め､特定の団体はさらに
詳細な審査の対象となることがあります。

YouTube公認報告者になる前に、政府機関やNGOの参加者はYoUTUbeのトレーニングに参加してコミュニティ
ガイドラインと適用プロセスについて学んでいただく必要があります。

YouTube公認報告者プログラムに登録後の謝牛

YOuTube公認報告者プログラムは、 YouTubeコミュニティガイドラインの適用を支援するために設けられてい
ます。参加者はガイドラインに違反している可能性のあるコンテンツの報告を頻繁に行うよう努め、YoUTUbeの

さまざまなコンテンツ領域について繊流的なディスカッションとフィードバックを行う必要があります。また
YouTubeは鼠、本プﾛダﾗﾑの活動を十分に行っていなし1参加者について､解任する権利も有します。

参加者には連賂先メールアドレスを登録していただきます。団体の場合はYouTube公認報告者としての継続的
な懲洛窓口となる1人以上蝿当者妨皇絡先メールアドレスを登録しください。このメールアドレス宛に、

YOuTube公認報告者プログラムに関する定期的なメールが送信されます。YOuTube公認報告者プログラムの参
加者はす（てNDAの対象となります。 〃

YouTUbeは独自の裁量により、プログラムハの参加拒否、プログラムの要件変更、またはプログラムの
停止を行う権利を留保します。

報告の審査プロセス
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公認報告者から報告された動画は、YoUTubeのコミュニティガイドラインに基づいて審査されます。公認報
告者から報告されたｺﾝﾃﾝﾂは､自動的に削除されたり､異なるポリシーによって対処されたりするわけでは

https:"support.google・com/youtube/answery7554338?m=ja 2021/04/21
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ありません。他のユーザーから受け取った報告と同じ基準が適用されます。ただし、その高い正確性により、

YOuTube公認報告者からの報告は優先的に審査されます｡ ，

公認報告者プログラムは、コミュニティガイドラインに違反している可能性のあるコンテンツを報告することを

目的としています｡地域の法規制に違反する可能性のあるｺﾝﾃﾝﾂを報告するためではありません｡地域の法
規制に基づくリクエストは、こちらの指示に従って提出してください。
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